
特記仕様書

施 工 条 件
制　約　条　件　等

1 関連する別途発注工事あり ａ 工種(　       　）
ｂ 発注予定(         )  着工予定(          )

工　　程 2 他機関協議による工程条件あり ａ 工種(                       　　 )
ｂ 機関(                          　)

3 その他 ａ 制限（                           ）
1 用地補償物件撤去まで着工制限 a 区間(            　　 )  　b　着工見込時期(　　　　　　　   )

用　　地 c 内容(　　　　　　　  )
2 その他 a
1 施工法の制限あり a 騒音　　b　振動　　c　水質　　d　その他（　　　　　　　）

公害対策 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2 事業損失防止に関する調査あり a 調査の項目（　　　　　　　　　　）
3 その他
1 鉄道等の近接作業制限あり a 工法制限あり

安全対策 b 作業時間制限あり
② 交通整理員 a 配置人員　：   交通誘導員B　24名計上（交代要員含む）
3 その他 a
1 一般道路（搬入路）の使用制限 a 搬入経路指定あり

b 時間帯制限あり
② 一般道路の占用 a 全面占用　b　片側占用　c　時間制限あり

工事用道路 3 仮設道路の設置条件あり a 一般交通供用あり
b 安全施設必要（　　　　　　　　　　　　）
c 路面工　　　　（　　　　　　　　　　　　　）
d 工事完了後　撤去

4 その他 a
1 仮設物の指定又は一部指定 a 工種( 　　  )

仮　設　備 2 仮設構造物の転用、兼用 a 工種(       )
b 内容(       )

3 その他
① 残土処理条件 a 場所　(　㈲鬼岩土地　)　　b　投棄料計上あり

ｃ 運搬距離　(  設計書による )　　d　押土、整地必要
残土等産業 ② 産業廃棄物の処理条件 a 種類（　アスファルト殻/廃プラスチック　）
廃棄物関係 b 処分先・運搬距離　(　設計書による　)　

③ 提出書類あり a 再資源利用計画書・実施報告書　　b　ﾏﾆﾌｪｽﾄ調書写
④ 建設リサイクル法 a 該当あり　　　b　該当なし
5 その他
① 占用支障物件あり a 電気　　　b　電話　　　c　水道　　　d　ガス　　　e　下水道

工事支障物件 e その他（ 　　　 ）
2 その他

排水工関係 1 濁水、湧水処理条件あり a 方法（　　　　　　　　　　　　　）
2 その他
1 通学路指定あり a 指定学校　（　                             　）

通学路等 b 通学路変更の可否（　　可　　・　　否　　） 
d その他（　　）

再生材使用 ① 再生材使用指定あり a 種類（　再生砕石・再生合材　　　）
関　　係 　　　（　　　　　　　　　　　　 　　　　）

1 現場発生材あり a 品名（　　　　　　　　　）　b　納入場所（　　　　　　　　　　　）
2 支給材あり a 品名（　　　　　　　　　　）　b　引渡し場所（　　　　　　　　　）

そ　の　他 3 イメージアップあり a 仮設費（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
b 安全費（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
c 営繕費（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
d 特別なイメージアップ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4 盛土材等工事間流用あり a 運搬方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
b 運搬距離（　                              　　　　　　　）

⑤ 他機関との協議状況 a 協議済機関（　　　　 　　　）
b 未協議機関（　多治見土木事務所、瑞浪市　）

・

・

・
・
・
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・

・
・

（交通事故、騒音、振動、道路清掃、店舗の営業時間　等）
施工箇所の埋設物等について、再調査すること。

使用資材の仕様に注意すること。また、監督員の指示により仕様変更することがある。

本工事は、翌年度への繰越を原則行わないため、当初工期内の工事竣工ができるよう工夫し施工に努めること。

安全対策を万全にすること。また、早期着工・早期完成に努力をするとともに工期を厳守のこと。
店舗及び民家に近接した工事であるため、周辺環境に充分配慮すること。

明　示　事　項

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることなので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、御嵩町と協議し適切
な措置を講ずるものとする。

工事施工範囲内の公共物、及び私有物について、着工前に既破損部の確認写真等を残し、施工後に誤解を生
じることのないようにすること。

事前に自治会長、周辺住民、土地隣接所有者等との調整を行い、迂回路、施工時期、内容等について明確に
説明し納得の上で施工すること。また、施工計画による施工時間を厳守すること。

境界杭等の復元等が必要な場合は復元後必ず所有者と立会し確認を得ること。
施工箇所の埋設物等については再度調査すること。


